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平成１４年６月１日 
 

占用者補助台帳制度運用基準 
 
第一 目 的 

占用者補助台帳制度（以下「本制度」という。）は、河川敷地における占用許

可の事務処理にあたり、占用者の管理責任を明確にすることにより河川管理の適

正化を図るとともに、占用手続きの利便性の向上及び事務処理の効率化に資する

ことを目的として実施する。 

 

第二 制度の適用 

 本制度は、河川法第２４条及び同第２６条に基づき許可を受ける占用物件であ

って、一の占用物件を複数の事業者が占用するときに適用する。 

ただし、目的・機能を別にする占用物件を利用して二次的に占用するときは、

当該二次的に占用する物件を複数の事業者によって占用する場合に適用する。 

 

２ 本制度による事務取り扱いは、届出によるものとする。 

 

３ 本制度の適用を受けるにあたっては、一の占用物件を使用する複数の事業者の

うち、代表となる事業者（以下「幹事事業者」という。）をあらかじめ決定しな

ければならない。  

 

４ 幹事事業者は、本制度を適用する一の占用物件を使用するために構成される事

業者（以下「構成事業者」という。）間において取り交わされた「管理協定書等」

により決定されたものであることとする。 

 

 ５ 本制度は、幹事事業者に対する河川法に基づく占用許可を行うと同時に適用す

る。ただし、第三第１項第１号に該当するときは、河川法に基づく許可に関わら

ず適用する。 

 

６ 本制度の適用にあたっては、第３項における決定のほかに、幹事事業者の承継

順位の設定を行うものとする。承継順位は、第３項と同様に「管理協定書等」に

より決定されたものであることとする。 

 

第三 占用許可との関係 

   本制度を適用する占用物件については、本制度に基づく届出のほかに、河川法

第２４条及び同第２６条に基づく許可を受けなければならない。 

   ただし、次の各号に該当する場合は、河川法に基づく許可を必要としないほか、

第２号及び第３号については、本制度に基づく届出も必要としない。 

①  一の占用物件を共同で所有する場合で、当該占用物件の幹事事業者となって

いないとき 
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②  既に占用許可を受けている自己の所有する占用物件に二次的に設置した自

己の所有する工作物を、他の者に賃貸し使用させるとき 

③  前号に基づく工作物を賃借により使用するとき 

  

 ２ 自己の所有する占用物件（共同で所有する場合を含む）に当該占用物件と目

的・機能を一体とする自己の所有する他の占用工作物を設置するときは、河川法

第２６条の許可のみを必要とし、本制度に基づく届出は必要としない。（ただし、

河川区域内の土地を工事等で占用する場合は、同時に、河川法第２４条の許可申

請を必要とする。） 

 

 ３ 第四第５項第３号に該当する場合は、本制度に基づく届出のほかに、河川法第

３４条に基づく権利譲渡の承認申請を必要とする。 

 

第四 届 出 

 届出は、届出の根拠となる占用許可を受ける河川管理者に対し行う。 

 

２ 届出は、河川管理者の受理をもって成立する。 

 

３ 届出における添付書類は、「管理協定書等」の写しとする。ただし、届出のと

きは、確認のため原本の提示を必要とする。 

 

 ４ 河川管理者は、前項のほかに届出の内容を確認するための資料の提出を求める

ことができる。 

 

５ 幹事事業者は、次の各号に該当するときは、本基準に定める届出書（基準様式

第１号）により河川管理者に届け出なければならない。 

① 占用許可申請に際し、本制度の適用を新規に受けるとき 

②  既に本制度が適用されている占用物件に、他の者が当該物件を利用する目的

をもって新たに工作物を設置するとき 

③  本制度の適用を受けて二次的に占用している工作物を、他の者に譲渡すると

き 

④  既に制度の適用を受けている構成事業者が、占用を中止し又は脱退するとき 

⑤  第二第６項に基づき決定した承継順位に変動があったとき 

⑥  その他、占用許可並びに本制度に基づく届出の内容・事項に変更があったと 

 き 

  

第五 適用の範囲 

   本制度の適用の範囲は、河川法、砂防法に基づく東京都砂防設備管理規則、海

岸法（港湾管理者が許可するものを除く。）並びに東京都公有土地水面使用等規

則に基づく、工作物の設置を伴う土地の占用とする。 

 

 ２ 本制度を河川法に基づく占用以外の法令等に適用するときは、それぞれ対応す
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る適用法令等及び管理者名に読み替える。 

 ３ 本制度を東京都公有土地水面使用等規則に基づく土地の占用に適用するとき

は、「占用」を「使用」と、「占用物件」を「物件」と、「占用許可」を「使用許

可」とそれぞれ読み替える。 

 

 ４ 一の占用物件を事業者以外の者が共同で所有する場合に対し本制度を適用す

るときは、本基準の「事業者」を「住民」と、「幹事事業者」を「代表者」とそ

れぞれ読み替える。 

 

 ５ 本制度を適用する占用物件は、次の各号に定めるとおりとする。 

  ① 他の占用物件に添架するための施設及び埋設管等を利用し敷設する光ファ

イバケーブル等の電線類 

② 開発行為等でやむを得ず許可する共有私設橋及び共有私設給排水施設 

③ その他やむを得ない理由で許可する私設共有工作物 

 

第六 適用にあたっての条件 

   本制度の適用にあたっては、適用の根拠となる占用の許可について、通常に付

する許可条件のほか、次に掲げる条件を付するものとする。 

ただし、第３号の条件については、改修計画等の状況を踏まえて付するものと

する。 

① 許可を受けるにあたっては、占用者補助台帳制度運用基準を遵守すること。 

  ② 管理協定書等は、関係事業者の総意をもって作成すること。 

③ 工作物が河川（砂防設備・海岸施設）改修工事時に支障となったときは、許

可を受けた者の負担において必要な措置を講ずること。 

 

第七 経過措置 

   平成１４年５月３１日以前に占用許可を受けているものにおいて、本制度の適

用によりその許可を必要としなくなるものについては、取扱い変更届（基準様式

第２号）を河川管理者に提出し、許可の終了の確認を受けるものとする。 

 

 ２ 取扱い変更届について、平成１５年３月３１日までに受理したものについては

平成１５年３月３１日をもって、平成１５年４月１日以降に受理したものについ

ては受理した時点をもって、許可を終了したものとする。 

 

第八 附則 

   本制度は、新規の占用について、平成１４年６月１日から施行する。 

  

２ 平成１４年５月３１日以前に占用許可を受けているものについては、平成１５

年４月１日から適用する。 

 


